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政
府
が
、
「
西
側
の
一
員
」
を
強
調
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
経
済
援
助
は
、
ア
メ
リ
カ
の
世
界
戦
略
を
補
完
し
、

ま
す
ま
す
「
戦
略
援
助
」
化
し
て
き
て
い
る
。
本
来
、
経
済
援
助
は
、
平
和
・
平
等
・
互
恵
の
原
則
に
基
づ
い
て
発

展
途
上
国
の
経
済
自
立
に
貢
献
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
う
し
た
政
府
の
経
済
援
助
政
策
は
早
急
に
正
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。 

一 

経
済
援
助
の
性
格
に
つ
い
て 

 
1 

中
曽
根
首
相
は
、
六
月
十
九
日
熊
本
市
内
に
お
い
て
行
つ
た
演
説
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
へ
の
経
済
援
助
に

つ
い
て
ふ
れ
、
「
サ
ミ
ッ
ト
で
私
が
と
く
に
い
つ
た
こ
と
は
、
北
の
先
進
工
業
国
が
南
の
発
展
途
上
国
の
問 

題
を
よ
く
み
て
共
産
主
義
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

経
済
援
助
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

3 

同
外
交
青
書
は
、
経
済
援
助
が
「
中
長
期
的
に
見
て
、
国
内
の
混
乱
や
外
部
か
ら
の
干
渉
を
排
す
る
こ
と

に
も
つ
な
が
り
、
地
域
の
平
和
と
安
定
に
も
貢
献
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
国
内
の
混
乱
や
外
部
か
ら
の

干
渉
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
れ
が
民
族
解
放
運
動
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は 

2 

昭
和
五
十
八
年
版
外
交
青
書
は
、
「
安
全
保
障
問
題
を
含
め
、
政
治
・
経
済
上
の
事
象
は
全
般
に
わ
た
つ

て
世
界
的
に
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
政
府
は
経
済
援
助
を
西
側
の
安
全
保
障
を

確
保
す
る
見
地
で
進
め
る
方
針
か
。 

政
府
が
、「
西
側
の
一
員
」
と
し
て
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
経
済
援
助
の
目
的
に
は
、
首
相
が
述
べ
た
「
共

産
主
義
が
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
政
府
見

解
か
。 

だ
と
す
る
と
、
「
西
側
」
に
同
調
し
な
い
諸
国
に
つ
い
て
は
経
済
援
助
を
拡
大
強
化
し
な
い
の
か
ど
う
か
、

明
確
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

二 

ア
メ
リ
カ
の
対
日
援
助
要
請
に
つ
い
て 

2 

ア
メ
リ
カ
が
経
済
援
助
拡
大
を
日
本
に
要
請
し
て
い
る
国
を
示
さ
れ
た
い
。 

1 

五
月
十
一
日
の
パ
リ
に
お
け
る
安
倍
外
相
、
シ
ュ
ル
ツ
国
務
長
官
会
談
の
際
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
、
文
書

で
国
名
を
あ
げ
て
の
経
済
援
助
拡
大
要
請
が
行
わ
れ
た
の
は
事
実
か
。
事
実
と
す
れ
ば
文
書
を
公
表
し
そ
の

詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

民
族
自
決
の
運
動
を
敵
視
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

報
道
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
文
書
が
あ
げ
た
六
つ
の
地
域
と
国
名
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ギ

リ
シ
ャ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
―
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
南
端
地
域
、
カ
リ
ブ
・
中
米
諸
国
―
米
国
の
南
方
航
路
沿

い
地
域
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ス
ー
ダ
ン
、
モ
ロ
ッ
コ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ソ
マ
リ
ア
、
ケ
ニ
ア
―
ペ
ル
シ
ャ
湾 

 
 

 

周
辺
地
域
、
サ
ハ
ラ
以
南
の
諸
国
―
南
ア
フ
リ
カ
地
域
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
エ
ジ
プ
ト
―
中
東
地
域
、
韓
国
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
タ
イ
―
太
平
洋
の
重
要
地
域
、
こ
れ
ら
が
要
請
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
か
ど 

五 

 



 

4 

ア
メ
リ
カ
の
経
済
援
助
に
つ
い
て
の
対
日
要
請
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ｊ
・
ス
テ
ッ
セ
ル
米
国
務
副
長
官 

 

が
、
「
特
に
タ
イ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
コ
、
ス
ー
ダ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
岸
諸
国
な
ど
の
戦
略 

 
 

的
に
重
要
な
諸
国
に
対
す
る
日
本
の
拡
大
す
る
対
外
援
助
計
画
に
大
き
な
関
心
を
持
つ
て
い
る
。
」
（
一
九
八

二
年
六
月
十
日
の
米
上
院
外
交
委
員
会
に
お
け
る
証
言
）
と
表
明
し
た
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
戦
略

援
助
」
で
あ
る
。
前
述
外
交
青
書
は

3
で
記
し
た
よ
う
な
例
示
を
行
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
要

請
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。 

3 

前
述
外
交
青
書
は
、「
タ
イ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
コ
と
い
つ
た
紛
争
周
辺
国
を
始
め
、
エ
ジ
プ
ト
、
ス
ー

ダ
ン
、
ソ
マ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
等
、
世
界
の
平
和
と
安
定
の
維
持
の
た
め
重
要
な
地
域
に
対
す
る
援
助
」

と
具
体
的
国
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
「
等
」
に
当
た
る
国
を
あ
げ
ら
れ
た
い
。
2
に
あ
げ
た
国
々
が
そ
れ
に
相

当
す
る
の
か
、
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

う
か
。 

六 

 



 

三 
紛
争
国
へ
の
援
助
に
つ
い
て 

3 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
の
政
権
へ
の
経
済
援
助
は
、
民
族
解
放
運
動
を
抑
圧
す
る
同
政
権
へ
の
テ
コ
入
れ
と
な

つ
て
い
る
。 

2 

東
カ
リ
ブ
海
六
カ
国
（
ド
ミ
ニ
カ
、
ア
ン
チ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
セ
ン
ト
ル
イ
シ
ア
、

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
）
は
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
極
小
国
グ
レ
ナ
ダ
を
侵
略
し
た
。
こ
れ
は
い

か
な
る
弁
明
の
余
地
も
な
い
国
連
憲
章
違
反
の
蛮
行
で
あ
る
。
侵
略
国
に
対
す
る
経
済
援
助
は
や
め
る
べ
き

で
は
な
い
か
。 

1 
政
府
は
、
タ
イ
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
コ
を
「
紛
争
周
辺
国
」
と
し
て
援
助
強
化
を
行
つ
て
い
る
が
、
紛
争

国
そ
れ
自
体
へ
の
援
助
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。 

昭
和
五
十
六
年
三
月
の
国
会
決
議
は
、
「
紛
争
当
事
国
に
対
す
る
経
済
・
技
術
協
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の 

 

紛
争
を
助
長
す
る
が
ご
と
き
も
の
は
行
わ
な
い
こ
と
」
と
決
議
し
て
い
る
。 

七 

 



 

 

八 

民
族
解
放
運
動
の
抑
圧
を
助
長
さ
せ
る
経
済
援
助
も
当
然
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

4 

報
道
に
よ
れ
ば
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
政
府
が
日
本
政
府
に
経
済
援
助
を
要
請
し
た
が
、「
日
本
政
府
は
『
米
国
な

ど
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
』
と
の
理
由
で
、
断
つ
て
い
る
」
（
六
月
二
十
日
付
「
朝
日
」
夕
刊
）
と
の
こ
と
で
あ

る
。 事

実
か
ど
う
か
。 

ま
た
、
社
会
主
義
を
目
指
す
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
つ
て
、
経
済
援
助
を
拒
む
な
ど
あ
つ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
だ
と
考
え
る
が
、
政
府
の
所
見
は
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


